
（関連分野） 

観光振興・地場産業 

（事業の名称） 

 ＩＣＴを活用した農産品等のブランド化 

（関係省庁名） 

総務省 

事業の概要 

（内容） 

・生産物の安心・安全への関心が高まる中、各地域の農産品等における付加価値の拡大、

ブランド化を促進するため、農産品等の生産情報の管理及びその情報公開に係る一連の

工程において電子タグ等のＩＣＴを活用し、トレーサビリティシステム（追跡管理シス

テム）や国内外に向けた販売サイトを構築 

 

（事業規模） 

・関係者間のネットワーク化、各種システム・サイト（ＨＰ）の構築、管理・運営などを

含め、数千万円～１億円程度 

（事業展開に必要となる事項・規制緩和など） 

 特になし 

（期待される効果） 

定性的効果： 

 地域の農産品等が安心して消費者に受け入れられることによって、市場価格を上回る

価値の獲得、売上向上による雇用の拡大が期待 

（先行事例） 

 青森県板柳町：りんごまるかじり条例実証モデル事業 

（総務省・地域情報化モデル事業交付金による交付事業） 

【参考】板柳町ホームページ：http://www.town.itayanagi.aomori.jp/apple1.html 

（期間後の取扱い） 

 平成２４年度以降も、知見・ノウハウの提供等により自律的な事業継続を支援する予定。

（関係省庁担当者連絡先） 

総務省情報流通行政局地域通信振興課 課長補佐 馬宮 和人/ 係長 栗原 渉 

  電話番号：03-5253-5756 / ファックス：03-5253-5759 

 

http://www.town.itayanagi.aomori.jp/apple1.html

